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確認申請(計画通知)を要しない場合の 

エレベーター改修工事の手続きフロー 
 

 

市へ改修内容の事前確

認を FAX 又は電子メ

ールにて依頼 

改修内容確認 

（確認や遡及の判断） 

依頼者へ建築基準法第

12 条第 5 項に基づく

報告提出を FAX 又は

電子メールにて連絡 

エレベーター改修工事

施工・検査 

市へ施工状況報告書

(昇降機)を FAX 又は

電子メールにて提出 

所有者、管理者、 

工事施工者等 

北九州市 

工事施工者等 

所有者もしくは 

管理者 

北九州市 


